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重層的支援体制整備事業について／大阪府内の状況

新規 累計 新規に重層事業を開始した自治体

R3 2 2 豊中、大阪狭山

R4 5 7 枚方、高石、東大阪、阪南、太子

R5 4 11 高槻、八尾、富田林、交野

R6 7 18 堺、貝塚、茨木、河内長野、箕面、柏原、熊取

R7 8 26 吹田、泉大津、泉佐野、寝屋川、松原、羽曳野、四條畷、千早赤阪

府内43市町村のうち、26市町村が重層的支援体制整備事業に移行ずみ。
令和8年度から3市町が加わり、29市町村となる予定。

研修の実施：4回201人参加（行政職員のほか、市町村社協職員等を含む）

アドバイザーの派遣：25市町69回（うち外部講師10回）

令和7年度も同様の取組みに加えて、2～3自治体による個別意見交換会を試行的に実施。

厚生労働省から講師派遣を受け最新情報を提供するとともに全体研修会、町村向け勉強会を開催。

● 重層的支援体制整備事業への取組み状況

● 市町村への後方支援事業（令和6年度）
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● 令和８年度の新規事業（厚生労働省）

• 過疎地域等における機能集約化アプローチによる包括的な支援体制整備モデル事業
• 地域における互助機能強化のための地域との連携・協働モデル事業

● 見直しの主な項目と市町村への影響

移行準備事業の終了（令和7年度まで）

重層的支援体制整備事業実施の必要性を確認 体制（庁内、地域など）の再構築

多機関協働事業等に係る交付基準額の見直し

• 基準額表の見直し
• 加算の創設
• 事業開始から5年が経過した市町村に対する国の補助率引き下げ

(国１/２、府1/4、市町村1/4 ➡ 国1/3、府1/3、市町村1/3)

• 令和8年度以降新たに事業を開始する市町村の交付基準額の見直し

（令和7年度以前に事業開始をした市町村の基準額よりも減）

事業規模の見直し

多機関協働事業の「全部委託の禁止」

・委託範囲の明確化
委託事業の見直し

重層的支援体制整備事業交付金の今後の取扱い（中長期的検討）

• 地域福祉計画の２期間（概ね10年程度）を目途に、各分野の支援関係

機関等や支援者等の強化や連携体制の構築を目指すよう記載
事業自体の見直し

国の動き 市町村への影響

重層的支援体制整備事業について／国の動きと市町村への影響
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重層的支援体制整備事業について／国の動き

令和８年度以降の重層的支援体制整備事業交付金の取扱いについて【令和7年11月21日】から抜粋  6     



重層的支援体制整備事業について／国の動き③

令和８年度以降の重層的支援体制整備事業交付金の取扱いについて【令和7年11月21日】から抜粋  7     



令和８年度以降の多機関協働事業の委託に係る取扱いについて【令和7年12月26日】から抜粋

● 多機関協働事業の委託範囲の明確化

市町村が主体的に担う業務について、委託していることが確認された場合は、交付対象外となる。

● 重層的支援体制整備事業交付金の申請書類・実績報告等について

重層的支援体制整備事業について／国の動き④
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頼れる身寄りがいない高齢者等への対応について①

〇頼れる身寄りがいない高齢者等への支援については、地域包括支援センターなどの相談支援機関が担うとともに、
判断能力が十分でない方への権利擁護支援を行う、中核機関を中心とした地域連携ネットワークとの連携が必要
となっていく。

厚生労働省ホームページ 第２９回社会保障審議会福祉部会 資料２ 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について から抜粋
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頼れる身寄りがいない高齢者等への対応について②

〇頼れる身寄りがいない高齢者等への対応や総合的な権利擁護支援策の充実を図るため、日常生活自立支援事業を
拡充・発展させ、日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供する新たな第二種社会
福祉事業を社会福祉法に規定し、一定の公的な関与のもと、社会福祉協議会を始め、多様な実施主体が事業を実
施できるようにする方向性。

厚生労働省ホームページ 第３１回社会保障審議会福祉部会 資料１ これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 から抜粋
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頼れる身寄りがいない高齢者等への対応について③

厚生労働省ホームページ 第３１回社会保障審議会福祉部会 資料１ これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 から抜粋
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頼れる身寄りがいない高齢者等への対応について④

厚生労働省ホームページ 社会保障審議会福祉部会 報告書から抜粋

■新たな事業による支援を通じて、地域の高齢者等のニーズに的確に応えていくためにも、地域福祉の推
進に係る市町村の責務の一環として、地域の実情に応じた支援体制を構築することが必要である。

■社会福祉法第 106 条の３第１項に基づき、市町村は地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供さ
れる体制の整備に努めることとされているが、頼れる身寄りがいない高齢者等への支援についても同条
の「地域生活課題」に含まれると明確にした上で、具体的な対応として、

① 社会福祉法第 106 条の３第２項に基づく包括的な支援体制の整備のための「大臣指針」に頼れる身
寄りがいない高齢者等の支援に係る市町村の役割等に関する事項を明記するとともに、

② 社会福祉法第 107 条に基づく市町村地域福祉計画の「計画策定ガイドライン」において、頼れる身
寄りがいない高齢者等の支援に係る事項を明記する

ことが適当である。（p15）

○社会保障審議会福祉部会報告書において、頼れる身寄りがいない高齢者等への対応について、新たな事
業による対応だけではなく、以下のように整理されている。
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頼れる身寄りがいない高齢者等への対応について⑤

〇頼れる身寄りがいない、という状況に取り巻く課題を府民が考えるきっかけとするため、「身寄り問題を考え
るセミナー」を大阪府、府社協、公益財団法人大阪府市町村振興協会の共催で令和８年２月26日に開催。
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成年後見制度の見直しへの対応（成年後見制度の見直し）

○令和６年２月、法務大臣から法制審議会に対し、成年後見制度の見直しに関する諮問がされ、令和８年２月12日に法制審議会において、

民法改正要綱をとりまとめ。今後、国会に提出され、審議される見通し。成年後見制度の類型を見直し、本人の必要性に応じて代理権を

付与をする「補助」に一本化する改正内容を予定。

法務省ホームページ 法制審議会民法（成年後見等関係）部会第３２回会議（令和８年１月１３日開催）資料から抜粋

○法務省 法制審議会 民法（成年後見関係）部会（R6.2月設置）
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成年後見制度の見直しへの対応

〇民法改正に伴い、後見制度が必要性の観点から、代理権を付与するという制度に変わる。本人の課題（破産などの財産上の課題や福祉
施設への入所契約など）が解決したら、制度利用を終了することになるが、その終了について、意見照会が家庭裁判所から市町村の中
核機関に行われることとなる。それに伴う、社会福祉法改正の方向性は以下の通り。
○中核機関については、「権利擁護支援推進センター」という名称で法定化し、市町村に努力義務化。中核機関が設置する協議会への守
秘義務の付与。

〇「権利擁護支援推進センター」の業務については、以下の３点。
①民法改正に伴う、家庭裁判所からの成年後見人等の選任・交代・終了にあたっての意見照会の対応。
②権利擁護支援などの相談に対する、専門的助言等の確保や支援のコーディネートを行う業務。
③専門職団体や関係機関等の連携強化を図るための関係者のコーディネート業務。

厚生労働省ホームページ 第29回社会保障審議会福祉部会 資料２ 身寄りのない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について から抜粋  15     
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18歳以上のヤングケアラーへの⽀援について

介護、障がい等のサービスの導入による
負担軽減だけでなく、「自立に向けた寄り
添う支援」により若者期における自信を育
み、次のステップに進むための準備が必要

同世代の「ロールモデル」の存在や「ピアス
タッフ」による受容と共感により、本人のこれ
までの歩みを大切にし、仲間からの学びを通
じてエンパワメントにつなげる必要がある

18歳以上の大学生世代や大人については、進学や就職といった自立に向けた移行期にケアに多くの時間を費やすことにより、
周囲との経験の差が顕著になることで孤立感や自己肯定感の低下を感じやすく、適切な支援がなければ自立に向けた次のス
テップに進むことができない等のリスクがある。

大阪府において、【18歳以上のヤングケアラーを対象としたピアサポート事業（大阪府ヤングケアラー相談）】を実施

高校卒業後は学校（教員、SSW、SC等）等
の頼れる社会資源がなくなる、児童福祉
法の枠組みから外れる、活動圏域も広域
になる

改正子ども・若者育成支援推進法（令和６年６月12日 公布・施行）では、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っ

ていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記された。

その施行通知において、ヤングケアラーへの支援は、おおむね30歳未満の者を中心として、状況に応じ40歳未満の者も対象と

なり得ること、18歳以上のヤングケアラーへの支援体制構築が主に都道府県の役割として明確化されたこと及び「大阪府ヤング

ケアラー支援推進指針」の改定内容を踏まえ、令和7年度のヤングケアラー支援の事業内容を検討。

■18歳以上のヤングケアラーの特徴

※18歳以上のヤングケアラーについても、本人が担っているケアを介護等の外部サービスの導入により代替していくといった具体的な支援は市町村が実施

市町村域を超えて繋がり続けることのできる
相談機関、オンラインサロン等居場所の設置

ヤングケアラー支援について知見と経験を豊富に有する福祉専門職と家族のケアを経験し
てきたピアスタッフによる専門的な支援
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「⼤阪府ヤングケアラー相談」について

「大阪府ヤングケアラー相談」の概要

対象者 大阪府内に在住・在学・在勤の18歳以上の方

事業内容 ■相談窓口 メール、電話、オンライン（Zoom）、対面 など

▸支援者、関係者等からの相談も可

メール： yc_osakafu@ycballoon.org

電 話：06-4790-8881(受付時間:平日10時から18時)

■オンラインサロン

同世代の同じ経験を持つ仲間とつながることができる場

▸Zoomにて偶数月に１回、奇数月に２回開催

▸ニックネーム、画面オフでの参加OK！

■各種サポート

○役に立つ制度やサービスの紹介

▸介護保険、障がい福祉、保育サービス、経済的支援などを紹介

○市役所等への同行支援

▸関係機関との調整、行政等の窓口に同行しての手続きサポート

○ライフキャリア・サポート

▸進路相談や就労・自立への相談 等

オンラインサロンの

開催情報等を
お知らせします

►
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孤独・孤立対策／国の動き①

内閣府ホームページから抜粋  22     



孤独・孤立対策／国の動き②

内閣府ホームページから抜粋  23     



人と人とのつながりが希薄になる中、新型コロナを経て孤独や

孤立の問題は一層深刻化。

孤独・孤立の問題を社会全体で支えていく必要がある。

行政の対応だけでは難しくオール大阪で孤独・孤立の取組みを

すすめるため、「大阪府孤独・孤立対策公民連携プラットフォー

ム」を設置。

年1回程度、情報交換・発信のためフォーラムを開催
参画団体数:164（うち、団体92、地方自治体33、社会福祉協議会39）R8.1.31

 啓発イベント

・夢のファミリーフェスタ2025（主催：吹田市民生・児童委員協議会）

・富田林市福祉なんでも相談（出張相談会）（主催：富田林市）

※「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」及び「孤独・孤立対策強化月間」の取組みとして参加

「孤独・孤立の状態」とは、 孤独又は孤立により心身に有害な影響を受けている状態を言います。

一人で抱え込むこと・悩みや困りごとの複雑化・深刻化を防ぐため、地域のつながりづくりや取組みの輪の拡大などに取組ん

でいます。

孤独・孤立の問題について知識を身につけ、身の

回りの人に関心をもち、できる範囲で「困ってい

る人をサポートする人」＝「つながりサポーター」

を養成。

民間団体が行う地域での居場所づくりやつながりづくりの活動を

支援。

大阪府福祉基金による助成：令和６年度２団体、令和７年度８団体

 チラシの配付及びポスター・のぼりの掲出

孤独・孤立対策／大阪府の取組み

● 孤独・孤立対策強化月間における取組み（令和７年度） ● つながりサポーターの養成

● 居場所の確保

● 大阪府孤独・孤立対策公民連携プラットフォームの設置

 24     



災害に備えた福祉的⽀援体制について
（１）平時からの連携体制の構築

第31回社会保障審議会福祉部会（令和７年11月17日）資料から抜粋  25     



災害に備えた福祉的⽀援体制について
（２）ＤＷＡＴの平時からの体制づくり・研修等

第31回社会保障審議会福祉部会（令和７年11月17日）資料から抜粋
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第3章 地域福祉の推進方策

3 具体的施策

(２)地域福祉を担う多様な人づくり

③ボランティアの参加促進・多様な機会創出

≪現状と課題≫
▽ ボランティア活動において、ボランティアの力が発揮されるためには、地域のボランティアコーディネーターなどの人材育成や、ボランティアに対

する活動相談・情報提供、活動の場やボランティアの募集・開拓等を行うコーディネート機能が重要になります。
▽ また、地域福祉活動の推進にあたっては、一人ひとりが、様々な地域生活課題に気づき、自ら取り組む必要性を学び、課題解決に向け、問題意識を

共有し協働・実践することが大切です。
このため、身近な地域で、地域生活課題に関する学習会等を実施し、様々な人々が学びあうことで、地域住民等の地域福祉に関する活動に対する関

    心の向上及び当該活動への参加を促し、地域福祉の人材を育成することも必要です。
▽ 今後、進展していく「人口減少・超高齢社会」に対応していくため、ボランティア団体に属し活動を行うようなこれまでの担い手感から、「日常生
    活の中で無理なくできる」、「人間関係に煩わされない」、「特別の知識・技能がなくてもできる」、「個人だけで気軽に参加し活動できる」など
    担い手感の変化を捉えて対応していく必要があります。

≪第5期計画における具体的取組み≫
（地域づくりにつながる人材の育成）
▼ 地域団体が抱える情報発信、運営改善及び事業戦略等の運営上の課題解決を支援し、地域活動の運営基盤を強化するため、社会人等が、自らの経験・スキ
ルを活かして支援する「プロボノ（※）」として、社会貢献活動に参画する機会を創出します。

▼ 地域住民等による主体的な地域づくりを進めるため、小地域ネットワーク活動等の地域住民の活動を支援することにより、地域住民が見守り、支え合う取組
みを市町村及び市町村社協等と連携して進めていきます。
また、生活に根ざした社会的活動の積み重ねが地域福祉の担い手の育成につながるため、本人の興味・関心に合う参加しやすいボランティア活動や、時間や

     場所の制約がないICTやSNSを活用した活動等、多様なニーズや社会環境の変化にも対応した地域福祉活動について、先進事例の提供等を行います。
▼ 地域において、見守り・声かけ訪問活動や、高齢者等のサロン活動、ミニデイ サービス活動、子育て支援活動等の地域生活課題の解決に向けた社会資源を
創出するため、地域の子どもから高齢者まで様々な世代や立場の人が一緒になり、差異や多様性を認め合いながら、自分たちが暮らし、活動する地域につい
て考え、学び合える機会の創出に取り組みます。

地域福祉の担い手の確保とＳＮＳの活用について、ご意見をいただきたい。

● 該当箇所

地域福祉の担い手の確保とＳＮＳの活用①
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◆アプリによる周知：

● SNSを活用した例

地域福祉の担い手の確保とＳＮＳの活用②

● SNSによらない例

◆ホームページによる周知：河内長野市南花台（移動支援など）

紙媒体（社協だより）による周知：
大阪市北区

● 本人の興味・関心に合う
参加しやすいボランティアの例

興味・関心に合わせた活動：
山歩き＋清掃活動＝クリーンハイキング多くの自治体が住民に登録を推奨している街と地域のデジタルコミュニティ。

暮らしに関する情報のやりとりや、困ったときの相談、使わなくなったモノの譲り合い、ご近所コミュティ
の組成や参加など、地域や街の人たちが気軽で簡単に繋がることにより暮らしをより便利で豊かにします
（PIAZZA株式会社ホームページから引用）。
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